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Ｑ
所
得
税
が
算
定
さ
れ
る
ま
で
の
仕
組
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
教
え
て
く
だ
さ
い
。

Ａ
所
得
税
と
は
、
個
人
が
一
月
一
日
か
ら
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
一
年
間
に
得

た
所
得
に
対
し
て
か
か
る
税
金
で
す
。
所
得
と
は
、
収
入
か
ら
経
費
を
差
し

引
い
た
残
額
を
い
い
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
で
あ
れ
ば
給
料
、
個
人
で
事
業
を
営

ん
で
い
る
方
で
あ
れ
ば
利
益
が
該
当
し
ま
す
。
た
だ
し
、
遺
族
の
方
が
受
け
る
年

金
や
雇
用
保
険
の
失
業
給
付
な
ど
の
所
得
は
、
所
得
税
が
課
税
さ
れ
な
い
所
得
で

す
。所

得
税
額
が
算
定
さ
れ
る
流
れ
を
図
に
示
す
と
図
表
１
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

①
は
「
収
入
金
額
」
で
す
。
事
業
所
得
の
場
合
は
、
売
上
な
ど
の
総
額
で
す
。

給
与
所
得
の
場
合
は
、
給
料
・
賞
与
等
の
総
額
を
い
い
ま
す
。

身
近
な
税
金
相
談
（
第
一
回
）

所
得
税
の
仕
組
み
を
知
ろ
う

佐々木 良
税理士

【ささき りょう】1973年千葉県生まれ。
2001年12月税理士試験合格後、会計事務
所に勤務し実務経験を積み、2004年8月に
税理士登録。2007年8月に独立開業。法人、
個人の会計指導や税務業務を行っている。

①
収入金額

③
所得金額

⑤
課税される
所得金額 ⑥

所得税額
⑧

申告納税額

⑦
税金から差
し引かれる
金額

④
所得金額か
ら差し引か
れる金額

②
収入金額か
ら差し引か
れる金額

図表1

著
名
な
税
理
士
の
方
々
に
、
Ｑ
＆
Ａ
方
式
に
て
分
か
り
や
す
く
税
金
に
つ
い
て
解
説

し
て
い
た
だ
く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

全
六
回
の
掲
載
を
予
定
し
て
い
ま
す
（
編
集
部
）。
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図表2

⑤の金額 ⑤に対する税額計算式

0円 0円

1,000円～1,949,000円 ⑤×5％

1,950,000円～3,299,000円 ⑤×10％－97,500円

3,300,000円～6,949,000円 ⑤×20％－427,500円

6,950,000円～8,999,000円 ⑤×23％－636,000円

9,000,000円～17,999,000円 ⑤×33％－1,536,000円

18,000,000円～ ⑤×40％－2,796,000円

②
は
「
収
入
金
額
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額
」
で
す
。
事
業
所
得
の
場
合
は
、

必
要
経
費
に
該
当
し
、
給
与
所
得
の
場
合
は
、
給
与
所
得
控
除
額
に
該
当
し
ま
す
。

必
要
経
費
に
該
当
す
る
も
の
に
は
、領
収
書
等
の
保
管
が
条
件
に
な
り
ま
す
。
一
方
、

給
与
所
得
控
除
額
に
つ
い
て
は
、
収
入
金
額
に
応
じ
て
給
与
所
得
控
除
額
が
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

③
は
①
か
ら
②
を
差
し
引
い
た
残
額
で
す
。
こ
れ
を「
所
得
金
額
」と
い
い
ま
す
。

④
は
「
所
得
金
額
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額
」
で
す
。
こ
れ
を
「
所
得
控
除
」

と
い
い
ま
す
。「
所
得
控
除
」
に
は
基
礎
控
除
や
配
偶
者
控
除
、
医
療
費
控
除
な
ど
、

全
部
で
一
四
種
類
の
所
得
控
除
が
あ
り
ま
す
。

一
四
種
類
の
所
得
控
除
は
次
ペ
ー
ジ
の
図
表
３
の
と
お
り
で
す
。

⑤
は
③
か
ら
④
を
差
し
引
い

た
残
額
で
す
。
こ
れ
を
「
課
税

さ
れ
る
所
得
金
額
」
と
い
い
ま

す
。⑥

は
⑤
に
所
得
税
率
を
乗
じ

て
算
定
さ
れ
た
金
額
、
こ
れ
を

「
所
得
税
額
」
と
い
い
ま
す
。

所
得
税
率
に
つ
い
て
は
、
所
得

金
額
に
よ
っ
て
図
表
２
の
よ
う

に
五
％
か
ら
四
〇
％
の
六
段
階

に
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑦
は
「
税
金
か
ら
差
し
引
か

れ
る
金
額
」
で
す
。
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
や
配
当
控
除
な

ど
主
な
も
の
は
、
六
種
類
あ
り

ま
す
。
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
と
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
等
で
家
屋
を
新
築
、
購
入

又
は
増
改
築
し
た
場
合
に
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
控
除
の
こ
と
で
す
。

⑧
は
⑥
か
ら
⑦
を
差
し
引
い
た
残
額
が
「
申
告
納
税
額
」
に
な
り
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
流
れ
で
所
得
税
額
が
算
定
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
⑦
の
「
税
金
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額
」
に
つ
い
て
、
該
当
し
な
い
方

は
⑥
の「
所
得
税
額
」で
計
算
は
終
了
と
な
り
ま
す
。
⑦
に
該
当
す
る
方
は
⑧
の「
申

告
納
税
額
」
ま
で
計
算
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

次
に
、
所
得
税
の
納
税
に
つ
い
て
は
、
個
人
で
事
業
を
営
ん
で
い
る
方
で
あ
れ

ば
確
定
申
告
を
し
て
税
額
を
算
定
し
、
納
税
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
な
ら
会
社
が
行
う
年
末
調
整
で
納
税
が
完
結
し
ま
す
。
た
だ
し
、

年
末
調
整
で
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
寄
付
金
控
除

が
あ
る
場
合
に
は
、
確
定
申
告
を
行
い
、
所
得
税
額
を
再
計
算
し
て
納
税
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
本
稿
は
原
則
と
し
て
、
平
成
一
九
年
一
一
月
一
五
日
現
在
の
法
令
、
通

達
に
基
づ
い
て
作
成
し
て
お
り
ま
す
。
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図表3

種類 概要 控除額

雑損控除 災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を
受けた場合に受けられる控除のことです。サラリ
ーマンの方がこの控除を受ける場合には確定申告
が必要です。

①損害金額－総所得金額等×0.1　②災害関連支
出－50,000円、のいずれか多い方の金額が控除
額になります。

医療費控除 一定額以上の医療費の支払がある場合に受けられ
る控除のことです。サラリーマンの方がこの控除
を受ける場合には確定申告が必要です。

①医療費－保険金などで補てんされる金額　②医
療費－所得金額等×0.05と100,000円の少ない
ほうの金額を選択　①、②の金額がそれぞれ算定
できたら最後に①－②の金額が控除額になります。

社会保険料控除 国民保険料や国民健康保険税、国民年金保険料
などの社会保険料を支払っている場合に受けられ
る控除のことです。

1/1から12/31の1年間に支払った金額が控除額に
なります。

小規模企業共済等
掛金控除

小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、確定
拠出年金法の個人型年金加入掛金、心身障害者
扶養共済制度に係る掛金の支払がある場合に受け
られる控除のことです。

1/1から12/31の1年間に支払った金額が控除額に
なります。

生命保険料控除 生命保険料や個人年金保険料の支払がある場合
に受けられる控除のことです。

支払金額により控除額を計算します。一般生命
保険料の控除額の上限は50,000円、個人年金
保険料の控除額の上限は50,000円。合計で最高
100,000円の控除額になります。

地震保険料控除 地震保険料や旧長期損害保険料の支払がある場
合に受けられる控除のことです。

支払金額により控除額を計算します。①地震保険
料の控除額の上限は50,000円　②旧長期損害保
険料の控除額の上限は15,000円　①と②が両方
ある場合は合計して50,000円が控除額の上限に
なります。

寄付金控除 国、地方公共団体などに支出した寄付金や特定の
政治献金がある場合に受けられる控除のことです。
サラリーマンの方がこの控除を受ける場合には確
定申告が必要です。

①寄付金の合計額と②総所得金額等×0.4をそ
れぞれ計算して、①と②の少ないほうの金額から
5,000円を差し引いた金額が控除額になります。

寡婦・寡夫控除 本人が寡婦・寡夫である場合に受けられる控除の
ことです。

寡婦の場合は270,000円か350,000円の控除額に
なります。寡夫の場合は270,000円の控除額にな
ります。

勤労学生控除 本人が勤労学生である場合に受けられる控除のこ
とです。

270,000円の控除額になります。

障害者控除 本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害者であ
る場合に受けられる控除のことです。

障害者は1人に対して270,000円の控除額になり
ます。特別障害者は１人に対して400,000円の控
除額になります。

配偶者控除 控除対象配偶者控除がいる場合に受けられる控除
のことです。

控除対象配偶者の条件により、380,000円～
830,000円の控除額になります。（注1）

配偶者特別控除 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶
者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満
である場合に受けられる控除のことです。

配偶者の所得に応じて変わり、最高380,000円の
控除額になります。

扶養控除 扶養親族がいる場合に受けられる控除のことです。扶養親族の条件により380,000円～980,000円の
控除額になります。（注2）

基礎控除 全ての納税者が受けられる控除のことです。 380,000円の控除額になります。

（注1）控除対象配偶者の年齢によって①70歳未満は380,000円、②70歳以上は480,000円、③70歳未満の同居特別障害者は730,000円、
④70歳以上の同居特別障害者は830,000円の控除額になります。

（注2）①一般の扶養親族は380,000円、②一般の扶養親族で同居特別障害者は730,000円、③特定扶養親族は630,000円、④特定扶養親族
で同居特別障害者は980,000円、⑤老人扶養親族で同居老親等は580,000円、⑥老人扶養親族で同居老親等で同居特別障害者は930,000円、
⑦老人扶養親族で同居老親等以外は480,000円、⑧老人扶養親族で同居老親等以外で同居特別障害者は830,000円となります。


